
【市政改革プラン】

事業名：道路破損・災害時等における
外部通報システムの構築

事業目的
道路や水路などインフラ施設の破損等の異常箇所については、3週間に1度のパトロール

で道路の破損状況については発見・修繕している。その他、町内会長等市民からの電話通報
によるものが多く、通報を受けてから職員が現場確認し対応方法を決定していたため、対応
までに時間や手間を要していた。
このため、市民が直接異常箇所を写真で撮影・投稿するような通報システムを構築・運用

することで、破損状況の把握や修繕等のスピードUPを目指そうとするもの。あわせて、災害
発生時の状況把握にも活用することで、迅速な初動対応も行うことが期待できる。
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地域と行政が共同利用可能なICTを導入し、来庁不要で安心安全なインフラの維持管理が可能となります。


